
精神保健福祉事務（精神障がい者保健福祉手帳申請書経由事務）
対象者一覧

東京都　多摩市

健康福祉部　障害福祉課

一定の精神障害の状態にあることを証明する手帳を交付す
ることにより、交付を受けた精神障がい者が各方面からの
支援を受けやすくし、精神障害者の自立と社会参加を図

る。

氏名、住所、電話番号、生年月日、健康状況、障害、写真等

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定す
る精神疾患により、日常生活若しくは社会生活が制限を受
けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えるこ

とを必要とする者。

本人及び家族が申請に窓口に来庁して取得するか、郵送に
よる提供がある。

有

東京都立中部総合精神保健福祉センター

（名称） 多摩市　総務部　文書法制課

（所在地） 多摩市関戸六丁目１２番地１

無

有

無

無

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

個人情報
ファイル
の種別

法第６０条第２項第１項
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当す
るファイル

法第６０条第２項第２項
（マニュアル処理ファイル）

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理す
る組織の名称及び所
在地

(公開用様式)

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的


